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公 文 書 部 分 公 開 決 定 通 知 書

商　　第　５９　号

平成２６年６月５日

関 市長　 尾　 関　 健　 治

W==I平 成 ２ ６ 年 ５月 ２ ４ 日 付 け で公 開 請 求 の あ り ま し た公 文 書 につ い て 、 次 の と お りそ の一

部 を 公 開す る こ と に 決 定 し ま し た の で 、 関 市公 文 書公 開 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 通

知 し ます 。

こ の 決 定 に 不 服 が あ る場 合 は 、 こ の 決 定 があ っ た こ とを 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６

０ 日以 内 に 行 政 不 服 審 査 法 に 基づ く 異議 申 立 てを 関 市長 に対 し てす る こ と が で き ます 。

公 文 書 の 件 名 又 は 内 容
「関sg 」（旧FB 良 品 含 む ）の 月 ご との 売 上 、 数 量 等 を

記 録 し た 文書

公 開 の 方 法 の 区 分
口 閲 覧　　 口 写 し の 交 付　　 口 閲 覧 及 び 写 し の 交 付

Ｉ 郵 送 に よる 写 し の 交 付

公　 開　 の　 日　 時

六 一大 八 匸
公　 開　 の　 場　 所

公 文 書 を 公 開 す る こ と

が で き な い 部 分 及 び 理

由

( 公 文 書 を 公 開 す る こ と が で き な い 部 分)

個 別 の 販 売 実 績

関 市 公 文 書 公 開 条 例 第 ６ 条 第 １ 項 第 ４ 号に 該 当

( 理 由)

公 開 し な い こ と が で き る 公 文 書 の 基 準 に 該 当す る た め

※

上記 理 由 が な く な ろ 日 二二二一~~ ＿＿
担　　 当　　課　　 （所 ） 経 済 部 商 工 課

電 話(0575)  22-3131  ( 内 線1  2  5  2  )

備　　　　　　　　 考

関 市 公 文 書 公 開 条 例 第 １ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、

郵 送 代 ８ ２ 円 及 び 公 文 書 の 写 し 代 ３ ０ 円 計 １ １ ２ 円 の

納 付 を お 願 い し ます。

納 付 に つ い て は お 近 く の 郵 便 局 で 別 添 の 郵 便 局 専 用

の 振 替 用 紙 に て 納 付 を お 願 い し ま すo 納 付 確 認 後 、 ご

自 宅 に 公 文 書 の 写 し を 郵 送 させ て い た だ き ます 。
備 考
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公 文 書 不 存 在 通 知 書

商　　第5  9-2 号

平成２６年６月５日

関市長　　尾　関　健　治

㎜㎜㎜ ㎜ ㎜ Ｊ

平成２６年５月２４日付けで公開請求のありました公文書について、次のとおり公文

書が存在しないため、公開できませんので関市公文書公開条例第８条第１項の規定によ

り通知します。

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に行政不服審査法に基づく異議申立てを関市長に対してすることができま

す。

公 文書の件名又は内容

r JAPAN　satisfaction guaranteed 」及び 「関sg 」の

Webサイト掲載情報の修正依頼についての記録

（平成２６年１月以降分）

不 存 在 の 理 由

口作成していないため

口取得していないため

口保存期間の経過により、廃棄したため

■その他

（　資料が無いため　　　　　　　　　　　　　　　 ）

担　　当　　課　 （所）
経済部商工課

電話　(0  57  5)  2  2  ― 3 1 3  1 (内線　1  2  5 2)

備　　　　　　　　 考 -
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